
※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の１への引上げ分（消費税率換算１％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。

必要額
（公費ベース）

消費税率換算

○税方式を前提とする場合 約１２～２８兆円 ３ １/２～８ １/２％程度

○社会保険方式を前提とする場合

　低年金・無年金者対策の強化
　　・最低保障機能の強化
　　・基礎年金額の改善
　　・受給権確保に係る措置の強化
　　　　　（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　　　　　　等

医療・介護

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施
　急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化
　　（スタッフの充実等）
　機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現
　　（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）
　在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実
　　（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　　　　　等

約４兆円 １％強

少子化対策

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援
　（３歳未満児の保育サービスの利用率　20％→38～44％）
　（学齢期（小１～３年生）の放課後児童クラブ利用率　19％→60％）
　（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１子出産前後の継続就業率38％→55％））
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組
　（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　　　等

約１．３～２．１兆円 ０．４～０．６％程度

○税方式を前提とする場合 約１７～３４兆円 ５～１０％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約７．６～８．３兆円 ２．３～２．５％程度

○税方式を前提とする場合 ６～１１％程度

○社会保険方式を前提とする場合 ３．３～３．５％程度

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

      シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。

（注２）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担

　　割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）

改革の方向性
（新たな施策）

２０１５年度

社会保障の
機能強化に加え

基礎年金の
国庫負担割合

引上げ分を加味

合計

約２．６兆円 １％弱
基礎年金

2015年度
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※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の１への引上げ分（消費税率換算１％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。

必要額
（公費ベース）

消費税率換算

○税方式を前提とする場合 約１５～３１兆円 ３ １/２～８％程度

○社会保険方式を前提とする場合

　低年金・無年金者対策の強化
　　・最低保障機能の強化
　　・基礎年金額の改善
　　・受給権確保に係る措置の強化
　　　　　（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　　　　　　等

医療・介護

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施
　急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化
　　（スタッフの充実等）
　機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現
　　（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）
　在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実
　　（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　　　　　等

約１４兆円 ４％弱

少子化対策

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援
　（３歳未満児の保育サービスの利用率　20％→38～44％）
　（学齢期（小１～３年生）の放課後児童クラブ利用率　19％→60％）
　（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１子出産前後の継続就業率38％→55％））
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組
　（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　　　　等

約１．６～２．５兆円 ０．４～０．６％程度

○税方式を前提とする場合 約３１～４８兆円 ８～１２％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約１９～２０兆円 ５％程度

○税方式を前提とする場合 ９～１３％程度

○社会保険方式を前提とする場合 ６％程度

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

      シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。

（注２）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担

　　割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）

２０２５年度
改革の方向性
（新たな施策）

社会保障の
機能強化に加え

基礎年金の
国庫負担割合

引上げ分を加味

合計

約２．９兆円 １％弱
基礎年金

2025年度



※

 

名目成長率は、2007年度2.2%、2008年度2.8％、2009年度3.3%、2010年度3.7%、2011年度3.9%、2012年度以降は
賃金上昇率マイナス0.5％ポイントを仮定。

足下の経済前提については、2007年1月「進路と戦略」内閣府試算を用い、
2012年度以降の長期の前提は、以下の４とおりとする。

足下の前提

2012年度以降の長期の前提

（注）ケースⅠ-1及びケースⅠ-2は、平成19年10月17日の経済財政諮問会議に示された「給付と負担の
選択肢について」の試算における成長ケース及び制約ケースの前提、ケースⅡ-1及びケースⅡ-2は、
「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響（暫定試算）：平成19年2月（厚生労働省年金局）」
における基本ケース及び参考ケースの前提をそれぞれ踏まえたもの。

ケースⅠ-1 ケースⅠ-2 ケースⅡ-1 ケースⅡ-2

物価上昇率

賃金上昇率

運用利回り

１．６％

３．７％

４．９％

１．１％

２．６％

４．０％

１．０％

２．５％

４．１％

１．０％

２．１％

３．２％

2006 2007 2008 2009 2010 2011

物価上昇率

賃金上昇率

運用利回り

0.3%
0.0%
1.7%

0.5%
2.5%
2.4%

1.2%
3.0%
3.0%

1.7%
3.5%
3.7%

1.9%
3.8%
4.1%

1.9%
4.1%
4.4%

参考：経済前提



保険料
56.4兆円

年　金
50.5兆円
（52.8％）

国庫負担
22.4兆円

医療
29.8兆円
（31.1％）

地方負担
8.6兆円（うち介護 6.9兆円）

資産収入等
福祉その他

15.4兆円(16.１％)

社会保障給付に係る公費負担と消費税との関係

 
（現状）

○ 社会保障給付費は約96兆円（年金が約５割、医療が約３割）
○ この給付（96兆円）を保険料（約6割）と公費（国・地方）（約3割）などの組合せにより賄う

社会保障給付費（平成20年度予算ベース）

給付費

 

95．7兆円
（ＮＩ比

 

24.9%）
財源

 

87．5兆円＋資産収入

保険料の例
年金

国民年金
14,410

(H20.4-)
厚生年金
14.996% 

(H19.9-)
医療保険

政管健保
8.2％

介護保険
１号保険料平均

4,090円

（注）少子化に係る公費負担には社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童

 
扶養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負

 
担を計上している。また、社会保障給付費に含まれない児童・家族関係社会支出としては就

 
学前教育（約５千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0.1千億円）、妊婦健診に係る費

 
用（約0.5千億円）がある。

年金
医療
介護

少子化

27.0兆円

消費税収

13.2兆円

公費負担計

 

31.0兆円

13.8兆円
17.8兆円

その他

 

4.0兆円



社会保障の機能強化を行った場合の公費負担総額（粗い推計）（2015年度）

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。また、年金については社会保険方式を前提とする場合の数値である。

（注２）年金に係る公費負担には基礎年金に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、基礎年金に係る公費負担の他、厚生年金の昭和36年4月前の加入期間の給

付に係る国庫負担等を計上している。

（注３）少子化に係る公費負担は「児童・家族関係社会支出」に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童扶

養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負担を計上しており、社会保障給付費に含まれない児童・家族関係社会支出としては就学

前教育（約５千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0.1千億円）、妊婦健診に係る費用（約0.5千億円）がある。

年金・医療・介護・

少子化に係る公費負担

年金・医療・介護・少子化に

 
係る公費負担

（平成20年度予算ベース）

消費税

1%当たり

[3.3兆円]

消費税収

（国・地方）

[16.4兆円]

［43.5~44.3兆円］

年金

［15兆円］

医療

［17兆円］

介護

［7兆円］

少子化

［5.3～6.1兆円］

［36兆円］

社会保障制度の機能

強化による公費負担

［7.6～8.3兆円］

年金

［8.1兆円］

医療

［12.0兆円］

介護

 

［3.9兆円］

少子化

 

［3.0兆円］

［27.0兆円］

［27.0兆円］

消費税率換算
２～３％程度

（参考）2015年の消費税収

基礎年金の
国庫負担割合

1/3→1/2
への引上げ

消費税率換算
１％程度
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